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１． 事業者名及び代表者名
有限会社　三和サトウ
代表取締役社長　　佐藤　秀徳

２． 所在地

〒410-0007

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　川口　真哉 TEL      　055-925-2151

連絡担当者　　　　　中村　菜津美　　 E-mail     info@sanwa-sato.jp

４． 事業の概要

板金製造業

５． 事業規模

項　目 平成29年度

売上高 252百万円

床 面 積 729㎡

６． 事業年度 　毎年　10月１日～翌年９月３１日

７． レポートの対象期間及び発行日

環境経営レポートの対象期間（令和3年11月１日～令和4年10月３１日）

環境経営レポートの発行日（令和4年11月30日）

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

活動；板金製造業

1

平成30年度

300百万円

24名

令和1年度

Ⅰ　組織の概要

従業員数

令和3年度

300百万円

23名

静岡県沼津市西沢田230-1

25名

令和2年度

729㎡729㎡

300百万円 300百万円

21名

対象組織；本社工場・第三倉庫

729㎡ 729㎡

　　24名



＜関係者の権限と役割＞

社長
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境方針の作成と社員への周知
③ 全体の評価と見直し
④ 環境管理責任者の任命
⑤経営の課題とチャンスの明確化

環境管理責任者
① 環境経営全般の運用・管理
② 環境目標及び環境活動計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境経営会議の実施

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境活動計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 法規制の状況チェック
⑥ 文書・記録の管理
⑦ 環境活動レポートの作成

各部門長
① 環境活動計画の実施
② 部門データの集計
③ 問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

2

Ⅱ　実施体制

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ主任

対象範囲：一部組織

作成日
作成者 中村

佐藤　秀徳

環境管理責任者

令和4年11月30日

代表取締役社長

ＥＡ２１事務局

田中　真貴人

製造主任 検査・事務主任

鈴木　夢人

中村菜津美

川口　真哉

中村　菜津美

久保田　大介
林　雄哉



１．
１）
２）

３）
４）
5）

２． 環境関連法規制等の遵守

３． 環境に配慮した製造活動

４． 環境経営の継続的改善
環境に配慮した製造活動を中心に環境経営の継続的改善を行います。

５． 環境コミニュケーションの実施

１）

２） 社内においては、全従業員に環境方針を周知し、全社員参画による

制定年月日 平成30年1１月１日（初版）

有限会社　三和サトウ
代表取締役社長　佐藤　秀徳

3

取組を目指します

Ⅲ　環境経営方針

　当社は、有限会社三和サトウの社是・社訓、経営理念に基づき、本業である板金製造
の業務を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域の環境活動に自主的・積極的
に取り組みます。安全で安心していただける商品を効率よく、お客様に提供することが
当社の一番の環境対策と考えて、従業員一丸となって継続的に改善活動に取組んでま
いります。

[基本方針]

有限会社　三和サトウ

[環境理念]

環境に配慮した製品作りを推進します。

5Ｓ活動を行い効率的な環境負荷の削減に努めます

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

社外に環境活動レポートを公開し、利害関係者のみならず社会とのより良い
コミニュケーションを図って行きます

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量等の削減に努めます

環境関連法規制を遵守します

電気、軽油、ガソリン等の使用量削減に努めます
グリーン商品の調達活動に取り組みます
節水活動による水使用量の削減に努めます
化学物質の削減に努めます



１.令和3年度及び運用期間（令和3年11月〜令和4年10月）の環境目標

目標削減率 目標値

㎏-CO2 －3％ 124,653

kWh －3％ 223,008

L －3％ 2,269

L －3％ 3,027

L －3％ 780

kg

産業廃棄物 t 実績把握 実績把握

一般廃棄物 kg -3％ 388

㎥ －3％ 353

― 実績把握

件 -12％ 99

＜備考＞

１． 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（平成28年度）調整後排出係数の「0.455㎏-CO2/kWh」を使用した。

２． グリーン購入は優先してエコ品を購入しているため目標は設定しない

基準年度

平成27年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度

㎏-CO2 128,508 －1％ －1.5％ －2％ －2.5％ －3％

電力 kWh 229,905 －1％ －1.5％ －2％ －2.5％ －3％

ガソリン L 2,339 －1％ －1.5％ －2％ －2.5％ －3％

軽油 L 3,121 －1％ －1.5％ －2％ －2.5％ －3％

灯油 L 804 －1％ －1.5％ －2％ －2.5％ －3％

kg

産業廃棄物 t 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

一般廃棄物 kg 400 -1% -1.5％ -2％ -2.5％ -3％

㎥ 364 －1％ -1.5％ －2％ －2.5％ －3％

― ―

件 112 -3% -5％ -10％ -11％ -12％

＜備考＞
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Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

運用期間

令和3年11月〜令和4年10月

二酸化炭素排出量

内訳

電力

ガソリン

軽油

灯油

廃棄物排出
量

水使用量

化学物質使用量

クレーム件数

２．短期・中期の環境目標

環境目標は、平成２７年度を基準年とした基準年比で示す。

項目 単位

二酸化炭素排出量

内訳

廃棄物排出
量

削減率等

水使用量

化学物質使用量

製品クレーム件数

※産業廃棄物は発生次第記載する

適正な管理・使用



基準年度
平成27年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度

㎏-CO2 125,295 －1.5％ －2％ －2.5％

電力 kWh 224,157 －1.5％ －2％ －2.5％

ガソリン L 2,281 －1.5％ －2％ －2.5％

軽油 L 3,043 －1.5％ －2％ －2.5％

灯油 L 783.9 －1.5％ －2％ －2.5％

kg

産業廃棄物 t 実績把握 実績把握 実績把握

一般廃棄物 kg 390 －1.5％ －2％ －2.5％

㎥ 355 －1.5％ －2％ －2.5％

― ―

件 100 -10％ -11％ -12％

＜備考＞
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3．次年度以降の目標
環境目標は、平成30年度を基準年とした基準年比で示す。

項目 単位

二酸化炭素排出量

※産業廃棄物は発生次第記載する

内訳

廃棄物排出量

水使用量

化学物質使用量

製品クレーム件数



11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

トラック

乗用車

コンプ

レッサー

工事

事務所

6

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）

中村

冷蔵庫保冷対策

遮光対策

林

林

洗車時の節水

廃棄物の分別とリサイクル

中村

中村

久保田

ﾚｰｻﾞｰ昼休憩時発信機off

川口

川口
不良件数の記録

3Rの実践

５S活動の実施

集約化購買

スケジュール
環境活動項目 責任者

排ガス対応車の導入検討

急発進・急加速の禁止

不良品の削減(クレームの削減）
主任ミーティングでの原因分析・対策

日常・定期点検の実施

省エネ車の導入

Ⅴ　環境経営計画

消灯の徹底

クールビズ、ウォームビズの実施

空調フィルターの定期清掃 １２月下旬実施  　　　　　　　　　　8月中旬実施

人感ｾﾝｻｰの導入（2箇所）

高効率照明の採用（LED化）

使用していない部屋の空調停止

川口

久保田

（令和3年度：令和3年11月～令和4年10月）

コンプレッサー環境整備

高効率コンプレッサー導入検討

ｴｱｰ漏れの点検・修理

不必要なアイドリングの禁止

環境に配慮した自社の取り組
み

グリーン購入

近隣道路清掃

環境ラベル対応品の購入検討

環境ﾗﾍﾞﾙ登録品の購入検討

使用量削減の検討

分別方法を示したプラカードを作成検討

何回も使える品物の購入検討

廃棄物の削減

水使用量の削減

節水表示の設置

コピー用紙の両面使用

封筒などの再利用

二方弁の取付及びｻｰｼﾞﾀﾝｸ検討

二酸化炭素の削減

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

空調等

水もれ点検の実施



〇

〇

トラック 〇

乗用車 〇

-

〇

コンプ 〇

レッサー -

〇

〇

△

△

△

〇

〇

〇

〇

〇

事務所 〇

△

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

△

〇

〇
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Ⅵ　環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価
次年度の環境経営計画

従業員個々の5Ｓへの意
識は感じられるようになっ
てきたが、まだまだ改善し
ていきたい。電気代の高騰
の影響が大きいため不必
要なで電気の消灯や省エ
ネ等徹底して行っていきた

い。

節水表示個所多数実施。
今後も徹底に努めたい。

コピー用紙の両面使用・封
筒再利用実施今後も続け
ていきたい。社内では封筒

等再利用の徹底。

紙の需要が多くなってきてい
る傾向。今後も削減できる所

は意識していきたい。ペン等
はリフィルを使用しごみの削

減を心がける。

近隣清掃実施を今後も継
続し、環境配慮への意識

を高めていきたい。

継続

継続

継続

点検・修理等意識の継続。
さらに役割分担等による指
導や手入れも管理してい
きたい。

継続

空調の温度設定を意識す
ることの徹底。今年からコ
ロナ感染症の流行により
感染拡大などにも注意し
定期的な空気の循環等実
施を継続していきたい。

継続

継続

環境に配慮した自社の取り組み

分別方法を示したプラカードを作成検討

林近隣道路清掃

評価 コメント

水使用量の削減

洗車時の節水

久保田水もれ点検の実施

グリーン購入

環境ラベル対応品の購入検討

中村
何回も使える品物の購入検討

使用量削減の検討

環境ﾗﾍﾞﾙ登録品の購入検討

廃棄物の削減

コピー用紙の両面使用

川口

封筒などの再利用

集約化購買

今後（次年度）
の取組内容

日常管理の徹底し安全対
策に取り組んでいきたい。
遠方への納品先増加のた
め不必要なアイドリングの
禁止や省エネを意識した
管理をしていく。

廃棄物の分別とリサイクル

3Rの実践

継続

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）

中村
ﾚｰｻﾞｰ昼休憩時発信機off

不良品の削減(クレームの削減）

５S活動の実施

節水表示の設置

遮光対策

使用していない部屋の空調停止

消灯の徹底

中村
人感ｾﾝｻｰの導入（2箇所）

高効率照明の採用（LED化）

冷蔵庫保冷対策

二方弁の取付及びｻｰｼﾞﾀﾝｸ検討

川口
コンプレッサー環境整備

高効率コンプレッサー導入検討

ｴｱｰ漏れの点検・修理

空調等

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

林

クールビズ、ウォームビズの実施

空調フィルターの定期清掃

（令和3年度：令和3年11月～令和4年10月）

環境活動項目 責任者

二酸化炭素の削減

不必要なアイドリングの禁止

久保田

日常・定期点検の実施

急発進・急加速の禁止

省エネ車の導入

排ガス対応車の導入検討



運用期間（令和3年11月〜令和4年10月）の環境目標の実績　

基準期間

平成27年10月
〜

平成28年9月

基準値
目標

削減率
目標値

実績
削減率

実績値 評価

㎏-CO2 128,508 －3％ 124,653 42% 177,107 ×

kWh 229,905 －3％ 223,008 53% 341,784 ×

L 2,339 －3％ 2,269 -22% 1,771 ○

L 3,121 －3％ 3,027 105% 6,201 ×

L 804 －3％ 780 -25% 584 ○

kg

産業廃棄物 t 0 実績把握 実績把握 - 0 ○

一般廃棄物 kg 400 -3％ 388 56% 604 ×

㎥ 364 －3％ 353 -47% 187 ○

kg ― 実績把握 ― 42 ○

件 112 -12％ 99 -36% 63 ○

＜備考＞削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

＜評　価＞

原因

是正

原因

是正

評価 エコドライブにより削減・ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ全車種搭載管理実施

評価 節水活動により削減

評価 製作数減により不良件数が減少
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クレー
ム

Ⅶ　環境経営目標の実績とその評価
次年度の環境経営目標

　前年同期実績をベースに、運用期間（令和3年11月〜令和4年10月　）の実績・評価 を以下に示す。

項目 単位

運用期間

令和3年11月〜令和4年10月

二酸化炭素排出量

内訳

電力

仕事量の変動に伴うため目標の見直し

ガソリン

軽油

灯油

廃棄物排出量

水使用量

ガソリン

水使用
量

化学物質使用量

製品クレーム件数

電気
軽油

生産量の増加、県外の取引先が増え遠方への納品が増加。

従業員のエコドライブの再徹底目標見直し、生産性の効率化

一般廃
棄物

環境管理（草刈り実施）などによる可燃ごみの増加、従業員数増加による可燃ごみの増量
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◆社内訓練で社員の意識づけ◆
令和4年9月4日

令和4年9月4日

Ⅷ　当 社 の 取 組 み

社内清掃

火災訓練

消火器の使用方法確認

↓

↑

消火器、火災報知器全設置場所確認・避難ルート確認

避難訓練

⇒

⇒



◆地域との融合活動◆
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工場内消火器設置場所確認

防災訓練

令和4年9月4日

近隣清掃



１． 環境関連法規等の遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2022年11月20日

評価者　環境管理責任者　川口

条項 遵守事項または規制基準 遵守状況の確認・評価 遵守結果

第5条 規制基準値の順守 騒音の測定の実施 ○

第6条 特定施設の届出書 届出書の確認 ○

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○

第6条 特定施設の届出 届出書の確認 ○

第8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更無し ○

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出
使用開始から30日以内に県知事へ
提出

○

第11条
指定検査機関による水質に関する
検査の実施

法定検査の実施（１回／年） ○

第6条の2第6項
一般廃棄物の収集運搬業者への委
託処理

市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 該当なし

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理
収集運搬及び処分許可業者への委
託

該当なし

第12条第6項
運搬又は処分を委託する場合の処
理基準の遵守

処理業者と契約契約書の締結 ○

第9条の4
少量危険物 及び指定可燃物の貯蔵
及び取扱基準

・市町村条例で定める
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類
等

該当なし

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出
指定数量以上の危険物の保管の消
防署への届出

該当なし

第13条
危険物の取扱作業に関して保安の
監督

危険物取扱者の設置 該当なし

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 ○

家電リサイクル法（特定家庭用
機器再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運
搬をする者等への適切な引き渡し、
料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の
支払

該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条
使用済自動車の引き取り業者への
引き渡し

リサイクル料金の支払（廃車時）

省エネ法（エネルギーの使用の
合理化に関する法律）

第4条
エネルギー使用量の合計が１，５００
Ｌ／年以上の事業者は届出

エネルギー使用量（原油換算地）の
把握

該当なし

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象

①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施

電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点

検」

②空調機（50kW以上）１年に１回以上

③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上

④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④

　有資格者による定期点検実施

○

第41条
第1種特定製品廃棄等実施者の引
渡義務

製品管理者のフロン類回収業者への
フロン類の引き渡し義務
簡易点検の実施（３ヶ月に１度）

該当なし

高圧ガス保安法 法令厳守
適合材料の使用及び適正材料の保
管

○

その他 リーチ（REACH)規制
リーチ適合材料の使用及び適合 製
品の納入

該当なし

第52条 騒音基準の遵守義務 ○

第53条 騒音特定施設の届出
空気圧縮機（原動機の定格出力が
4kw)

○

第55条 騒音特定施設変更の届出 ○

第79条 振動基準の遵守義務 ○

第80条 振動特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） ○

第82条 振動特定施設の変更等の届出 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 該当なし

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 該当なし

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法（資源の有効な利
用の促進に関する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの
協力（適正廃棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

グリーン購入法（国等による環
境物品等の調達の推進等に関
する法律）

第5条
事業者の責務（国等の施策への協
力等）

物品の購入、借り受け等する場合の
環境物品等の選択

○

２． 違反、訴訟等の有無

　　　 当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。
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該当なし

フロン排出抑制法（フロン類の
使用の合理化及び管理の適正

化に関する法律）

静岡県条例

静岡県生活環境の保全等に関
する条例

静岡県産業廃棄物の適正な処
理に関する条例

責務
・

努力
法令

Ⅸ　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法律・条例

義務

法令

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

廃棄物処理法（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律）

消防法

自動車リサイクル法（使用済自
動車の再資源化等に関する法
律）
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(有)三和サトウ

取締役社長　　佐藤　秀徳

前年度の環境経営目標の実績において、

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

令和3年11月から令和4年10月の運用期間の取り組みについて、環
境経営方針　、環境経営目標を含めた実施体制について評価をお
こないました。

今年度の取り組み方は反省を踏まえた

改善や工夫が多く見受けられ、

目標未達の項目が目立っていた状況に比べて

取り組みができていました。

段階的にクレーム件数は減少していく

・EA21　事務局の再編、引継ぎ

令和4年11月30日

今回の成果を「自信」にして「継続」と「向上」の糧に

＜＜代表者による見直し指示内容＞＞

していきたいと思います。

製品クレーム件数に関しては大きく件数を

減らすことに成功したといえます。

社員全員の意識の変化と捉えており、

だろうと予測しています。

目に見えて変化を感じることができました。

前回、「経営の根幹部分」と位置付けた



訓練日

参加者
全社員

※評価と改善策

消火器設置場所全て確認、提示実施。火災報知器点検。
使用期限切れ消火器の交換。避難所の確認提示。

2022年9月4日 火災 自然発火
・整理・整頓の確認
・消火器を目立つようにする
・防災訓練（消火器の使い方実践練習）

東海地震

高所からの重量物落下、転倒

・置場の整理・整頓
・1人1つ個人用ヘルメット支給
・揺れを感じたら危険場所から離れ身の
安全の確保、また安全経路確保

漏電、出火
・消火器の設置場所確認
・火災報知器の点検
・消火器、周囲空き確保

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

環境上の緊急対策
〈緊急時対策〉

　想定される環境上の緊急事態について、環境への影響を最小限にくい止め、内外への連絡を円滑に行い
可能な範囲で事前に準備し、定期的にその訓練を実施する。

想定される緊急事態 想定される緊急時状況 対応策

訓練記録



作成・管理担当：

住所

連絡先

　環境コミュニケーション受付表

NO. 情報入手日 情報種類 通報者 通報方法 内容
回答の
必要性

対応内容

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要1 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要2 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要3 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要4 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要5 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要6 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要7 ／
対策

・
苦情

必要・不要8 ／
対策

・

電話
・

メール
・

環境上のクレームはありませんでした


